
地域自治組織制度の適用等に関する検討

資料２

１．行政区タイプ（一般制度）　～法人格なし

２．特別地方公共団体タイプ～法人格あり

改正地方自治法の適
用日が

(1)　３市村の合併前の場合

(2)　３市村の合併後の場合

新法の適用日が

(1)　Ｈ17.3.31以前の場合
   遡及適用～（Ｈ7又はＨ
  11の合併特例法改正以
  降の合併が適用となる

  場合等）

(2)　Ｈ17.4.1の場合
    （合併特例法失効後
   の適用となる場合）

地方自治法の改正に
よる制度と考えられ
ることから    地域自治組織（行政区）の設置及び主な内容は合併協議会において定

めることとなる。

   地域自治組織（行政区）の設置及び主な内容は新市の条例において
定めることとなる。（合併協議会においてどこまで定めるべきか）

  現合併特例法と新法の重複適用となり、特別地方公共団体タイプを設
置しても、現合併特例法の財政支援措置等を受けることが可能となると
思われる。

①　合併期日の延長による現合
  併特例法適用の合併が、新法
  の対象とならない場合。

　特別地方公共団体タイプを設置するため
には、新法による合併でなければならず、
現合併特例法による財政支援措置等は受
けられないこととなる。

②　合併期日の延長による現合
   併特例法適用の合併が、新法
   の対象となる場合。

　現合併特例法と新法の重複適用となり、
特別地方公共団体タイプを設置しても、現
合併特例法の財政支援措置等を受けるこ
とが可能となると思われる。

現合併特例法失効
後の新法による特例
と考えられることから


